
令和５年第４回定例会 熊本市議会 本会議（11月30日） 

－1－ 

  令和５年１１月３０日（木曜） 
 
 

 議 事 日 程 第１号 

 令和５年１１月３０日（木曜）午前 ９時５９分開議 

 第  １ 会期の件 

 第  ２ 議第２４３号 令和５年度熊本市一般会計補正予算 

 第  ３ 議第２４４号 同       国民健康保険会計補正予算 

 第  ４ 議第２４５号 同       介護保険会計補正予算 

 第  ５ 議第２４６号 同       後期高齢者医療会計補正予算 

 第  ６ 議第２４７号 同       農業集落排水事業会計補正予算 

 第  ７ 議第２４８号 同       競輪事業会計補正予算 

 第  ８ 議第２４９号 同       植木中央土地区画整理事業会計補正 

             予算 

 第  ９ 議第２５０号 同       奨学金貸付事業会計補正予算 

 第 １０ 議第２５１号 同       病院事業会計補正予算 

 第 １１ 議第２５２号 同       水道事業会計補正予算 

 第 １２ 議第２５３号 同       下水道事業会計補正予算 

 第 １３ 議第２５４号 同       交通事業会計補正予算 

 第 １４ 議第２５５号 熊本市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に 

             ついて 

 第 １５ 議第２５６号 熊本市長等の給与に関する条例の一部改正について 

 第 １６ 議第２５７号 熊本市企業管理者の給与に関する条例の一部改正につ 

             いて 

 第 １７ 議第２５８号 熊本市教育長の給与等に関する条例の一部改正につい 

             て 

 第 １８ 議第２５９号 熊本市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一 

             部改正について 

 第 １９ 議第２６０号 熊本市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する 

             条例の一部改正について 

 第 ２０ 議第２６１号 アナログ規制を見直すための関係条例の整備に関する 

             条例の制定について 

 第 ２１ 議第２６２号 熊本市消防事務に関する手数料条例の一部改正につい 

             て 

 第 ２２ 議第２６３号 熊本市手数料条例の一部改正について 

 第 ２３ 議第２６４号 熊本市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正に 

             ついて 

 第 ２４ 議第２６５号 熊本市立学校の教育職員の給与に関する条例の一部改 
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             正について 

 第 ２５ 議第２６６号 熊本市立学校の教育職員の給与に関する条例及び熊本 

             市立学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例の 

             一部改正について 

 第 ２６ 議第２６７号 熊本市国民健康保険条例の一部改正について 

 第 ２７ 議第２６８号 熊本市老人福祉センター条例の一部改正について 

 第 ２８ 議第２６９号 熊本市高齢者生きがい作業所条例の一部改正について 

 第 ２９ 議第２７０号 熊本市旅館業法施行条例の一部改正について 

 第 ３０ 議第２７１号 熊本市自転車競走条例の一部改正について 

 第 ３１ 議第２７２号 熊本市道路占用料徴収条例の一部改正について 

 第 ３２ 議第２７３号 熊本市都市公園条例の一部改正について 

 第 ３３ 議第２７４号 市道の認定について 

 第 ３４ 議第２７５号 同 

 第 ３５ 議第２７６号 同 

 第 ３６ 議第２７７号 同 

 第 ３７ 議第２７８号 同 

 第 ３８ 議第２７９号 同 

 第 ３９ 議第２８０号 同 

 第 ４０ 議第２８１号 同 

 第 ４１ 議第２８２号 同 

 第 ４２ 議第２８３号 同 

 第 ４３ 議第２８４号 同 

 第 ４４ 議第２８５号 同 

 第 ４５ 議第２８６号 同 

 第 ４６ 議第２８７号 同 

 第 ４７ 議第２８８号 同 

 第 ４８ 議第２８９号 同 

 第 ４９ 議第２９０号 同 

 第 ５０ 議第２９１号 市道の廃止について 

 第 ５１ 議第２９２号 同 

 第 ５２ 議第２９３号 当せん金付証票の発売について 

 第 ５３ 議第２９４号 訴えの提起について 

 第 ５４ 議第２９５号 調停の成立について 

 第 ５５ 議第２９６号 公の施設の他の団体の利用に関する協定について 

 第 ５６ 議第２９７号 指定管理者の指定について 

 第 ５７ 議第２９８号 同 

 第 ５８ 議第２９９号 同 
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 第 ５９ 議第３００号 同 

 第 ６０ 議第３０１号 同 

 第 ６１ 議第３０２号 同 

 第 ６２ 議第３０３号 同 

 第 ６３ 議第３０４号 同 

 第 ６４ 議第３０５号 同 

 第 ６５ 議第３０６号 同 

 第 ６６ 議第３０７号 同 

 第 ６７ 議第３０８号 同 

 第 ６８ 議第３０９号 同 

 第 ６９ 議第３１０号 同 

 第 ７０ 議第３１１号 同 

 第 ７１ 議第３１２号 同 

 第 ７２ 議第３１３号 同 

 第 ７３ 議第３１４号 同 

 第 ７４ 議第３１５号 同 

 第 ７５ 議第３１６号 同 

 第 ７６ 議第３１７号 同 

 第 ７７ 議第３１８号 同 

 第 ７８ 議第３１９号 同 

 第 ７９ 議第３２０号 同 

 第 ８０ 議第３２１号 同 

 第 ８１ 議第３２２号 同 

 第 ８２ 議第３２３号 同 

 第 ８３ 議第３２４号 同 

 第 ８４ 議第３２５号 同 

 第 ８５ 議第３２６号 同 

 第 ８６ 議第３２７号 同 

 第 ８７ 議第３２８号 同 

 第 ８８ 議第３２９号 同 

 第 ８９ 議第３３０号 同 

 第 ９０ 議第３３１号 同 

 第 ９１ 議第３３２号 同 

 第 ９２ 議第３３３号 同 

 第 ９３ 議第３３４号 同 

 第 ９４ 議第３３５号 同 

 第 ９５ 議第３３６号 同 
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 第 ９６ 議第３３７号 同 

 第 ９７ 議第３３８号 同 

 第 ９８ 議第３３９号 同 

 第 ９９ 議第３４０号 同 

 第１００ 議第３４１号 同 

 第１０１ 議第３４２号 同 

 第１０２ 議第３４３号 同 

 第１０３ 議第３４４号 同 

 第１０４ 議第３４５号 同 

 第１０５ 議第３４６号 同 

 第１０６ 議第３４７号 同 

 第１０７ 議第３４８号 同 

 第１０８ 議第３４９号 同 

 第１０９ 議第３５０号 同 

 第１１０ 議第３５１号 同 

 第１１１ 議第３５２号 同 

 第１１２ 議第３５３号 同 

 第１１３ 議第３５４号 同 

 第１１４ 議第３５５号 同 

 第１１５ 議第３５６号 同 

 第１１６ 議第３５７号 同 

 第１１７ 議第３５８号 同 

 第１１８ 議第３５９号 同 

 第１１９ 議第３６０号 同 

 第１２０ 議第３６１号 同 

 第１２１ 議第３６２号 同 

 第１２２ 議第３６３号 同 

 第１２３ 議第３６４号 同 

 第１２４ 議第３６５号 同 

 第１２５ 議第３６６号 同 

 第１２６ 議第３６７号 同 

 第１２７ 議第３６８号 同 

 第１２８ 議第３６９号 同 

 第１２９ 議第３７０号 同 

 第１３０ 議第３７１号 同 

 第１３１ 議第３７２号 同 

 第１３２ 議第３７３号 同 
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 第１３３ 議第３７４号 同 

 第１３４ 議第３７５号 同 

 第１３５ 議第３７６号 同 

 第１３６ 議第３７７号 同 

 第１３７ 議第３７８号 同 

 第１３８ 議第３７９号 同 

 第１３９ 議第３８０号 同 

 第１４０ 議第３８１号 同 

 第１４１ 議第３８２号 同 

 第１４２ 議第３８３号 同 

 第１４３ 議第３８４号 同 

 第１４４ 議第３８５号 同 

 第１４５ 議第３８６号 同 

 第１４６ 議第３８７号 同 

 第１４７ 議第３８８号 同 

 第１４８ 議第３８９号 同 

 第１４９ 議第３９０号 同 

 第１５０ 議第３９１号 同 

 第１５１ 議第３９２号 同 

 第１５２ 議第３９３号 同 

 第１５３ 議第３９４号 同 

 第１５４ 議第３９５号 同 

 第１５５ 議第３９６号 同 

 第１５６ 議第３９７号 同 

 第１５７ 議第３９８号 同 

 第１５８ 議第３９９号 同 

 第１５９ 議第４００号 同 

 第１６０ 議第４０１号 同 

 第１６１ 議第４０２号 同 

 第１６２ 議第４０３号 同 

 第１６３ 議第４０４号 同 

 第１６４ 議第４０５号 同 

 第１６５ 議第４０６号 同 

 第１６６ 議第４０７号 同 

 第１６７ 議第４０８号 同 

 第１６８ 議第４０９号 同 

 第１６９ 議第４１０号 同 
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 第１７０ 議第４１１号 同 

 第１７１ 議第４１２号 同 

 第１７２ 議第４１３号 同 

 第１７３ 議第４１４号 同 

 第１７４ 議第４１５号 同 

 第１７５ 議第４１６号 同 

 第１７６ 議第４１７号 同 

 第１７７ 議第４１８号 同 

 第１７８ 議第４１９号 同 

 第１７９ 議第４２０号 同 

 第１８０ 議第４２１号 同 

 第１８１ 議第４２２号 同 

 第１８２ 議第４２３号 同 

 第１８３ 議第４２４号 同 

 第１８４ 議第４２５号 同 

 第１８５ 議第４２６号 同 

 第１８６ 議第４２７号 同 

 第１８７ 議第４２８号 同 

 第１８８ 議第４２９号 同 

 第１８９ 議第４３０号 同 

 第１９０ 議第４３１号 同 

 第１９１ 議第４３２号 同 

 第１９２ 議第４３３号 同 

 第１９３ 議第４３４号 同 

 第１９４ 議第４３５号 同 

 第１９５ 議第４３６号 同 

 第１９６ 議第４３７号 同 

 第１９７ 議第４３８号 同 

 第１９８ 議第４３９号 同 

 第１９９ 議第４４０号 同 

 第２００ 議第４４１号 同 

 第２０１ 議第４４２号 同 

 第２０２ 議第４４３号 特定事業契約締結について 

 第２０３ 議第４４４号 工事請負契約締結について 

 第２０４ 発議第２１号 田尻善裕議員の議員辞職勧告に関する決議について 
 

 

午前 ９時５９分 開会 
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○田中敦朗議長 令和５年第４回定例会は本日をもって招集されました。 

  これより会議を開きます。 

      ───────────────────────────────── 

○田中敦朗議長 会議規則第83条の規定により、会議録署名議員を指名いたします。 

  村上誠也議員及び古川智子議員にお願いいたします。 

      ───────────────────────────────── 

○田中敦朗議長 日程に入るに先立ちまして御報告いたします。 

  市長並びに監査委員より、関係法令に基づき送付を受けました報告書類は、お手元

に配付いたしておきましたので、これにより御承知願います。 

  また、去る10月６日、人事委員会委員長より、さきに配付のとおり、職員の給与等

に関する報告及び勧告がありました。 

  また、お手元に配付しております議員派遣報告書のとおり、本職において議員の派

遣を決定いたしました。 

  以上、御報告いたします。 

 〔配付した書類〕 
 
 

 市長より、 

  地方自治法第１８０条第２項の規定に基づく 

   報第５５号 専決処分の報告について 

   報第５６号 同 

   報第５７号 同 

   報第５８号 同 

   報第５９号 同 

   報第６０号 同 

   報第６１号 同 

   報第６２号 同 

   報第６３号 同 

   報第６４号 同 

  熊本市歯と口腔の健康づくり推進条例第１０条第２項の規定に基づく 

   報第５２号 歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策の実施状況につい 

         て 

  熊本市中小企業・小規模企業振興基本条例第１２条の規定に基づく 

   報第５３号 中小企業の振興に関する施策の実施状況並びに熊本市中小企 

         業活性化会議における審議の経過及び結果について 

  熊本市中小企業融資制度の損失補償に係る回収納付金を受け取る権利の放棄 

  に関する条例第４条の規定に基づく 

   報第５４号 権利の放棄の報告について 
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 監査委員より、 

  地方自治法第２３５条の２第３項の規定に基づく 

   熊監発第２５３号 例月出納検査の結果について 
 

 
 
 

議員派遣報告書 

                            令和５年11月30日 

  地方自治法第100条第13項及び熊本市議会会議規則第148条第１項ただし書の 

 規定により次のとおり議員を派遣した。 

記 

 （１）派遣目的  税財政関係特別委員会の党派別要望運動のため 

 （２）派遣場所  東京都千代田区 

 （３）派遣期間及び派遣議員 

          令和５年11月６日     高 瀬 千鶴子議員 

          令和５年11月９日～10日  小佐井 賀瑞宜議員 

          令和５年11月13日～14日  筑 紫 るみ子議員 

          令和５年11月14日～15日  吉 村 健 治議員 

          令和５年11月17日     上 野 美恵子議員 

          令和５年11月27日～28日  村 上   博議員 
 

 
 

      ───────────────────────────────── 

○田中敦朗議長 日程第１ 「会期の件」についてお諮りいたします。 

  今回の定例会の会期は、本日から12月20日まで21日間とすることに御異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○田中敦朗議長 御異議なしと認めます。 

  よって、会期は本日から12月20日まで21日間とすることに決定いたしました。 

      ───────────────────────────────── 

○田中敦朗議長 日程第２ないし日程第203を一括議題といたします。 

  市長の提案理由の説明を求めます。 

〔大西一史市長 登壇〕 

○大西一史市長 おはようございます。 

  提案理由の説明に先立ちまして、１点おわびを申し上げます。 

  去る10月24日、飲酒運転により物損事故を引き起こした本市職員を、10月30日付で

懲戒免職処分といたしました。 

  飲酒運転の撲滅に向け、全庁を挙げて取り組んでいる中、このような事案が発生し

ましたことを大変重く受け止めており、議員各位をはじめ市民の皆様に対しまして、
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深くおわび申し上げます。申し訳ございませんでした。 

  改めまして職員の法令遵守はもとより、常に全体の奉仕者として、強い自覚と緊張

感を持って職務に専念するよう全職員の意識改革を図り、市民の皆様からの信頼回復

並びに再発防止に向け、職員一丸となって取り組んでまいります。 

  次に、２点御報告を申し上げます。 

  まず、海外訪問についてですが、去る９月30日から10月８日にかけてフランス・エ

クサンプロヴァンス市との交流都市締結10周年及びドイツ・ハイデルベルク市との友

好都市締結30周年を記念し、両市を訪問いたしました。 

  フランス・エクサンプロヴァンス市では、熊本市造園建設業協会をはじめとした関

係機関の御協力により、2021年に整備が完了しましたサンミトル公園内の日本庭園を

視察したほか、エクサンプロヴァンス市総合病院において予期せぬ妊娠をした妊婦の

方への支援体制や、匿名出産の実態などについて情報交換を行いました。 

  また、ドイツ・ハイデルベルク市では、未来を担う若い世代の交流機会の創出等に

関する意見交換や中断していた医療交流とスポーツ交流の再開についても合意し調印

したほか、自動車交通から自転車利用へシフトする取組を視察するとともに、ドイツ

連邦家族・市民社会局を訪問し、内密出産の法制度について説明を受けました。 

  今回の訪問を契機として、今後さらなる有効・交流を促進し、各分野の施策展開に

生かしてまいりたいと考えております。 

  次に、11月14日から19日の６日間にわたり開催されましたバドミントンの国際大会

「熊本マスターズジャパン」について御報告申し上げます。 

  この大会は、世界バドミントン連盟のワールドツアーであり、世界のトップ選手が

熊本市に集い、来年のパリ・オリンピック出場をかけて熱い闘いが繰り広げられまし

た。 

  大会期間中は、県内はもとより、国内外から１万8,000人を超える方々が来場され、

熱い声援で大会を盛り上げていただきました。 

  本大会を通じて、多くの市民の皆様にスポーツのすばらしさや感動をお伝えすると

ともに、改めて熊本市の魅力や熊本地震から力強く復興している町の姿を国内外に発

信することができたものと考えております。 

  なお、本大会は今後３年間熊本市で開催されますことから、関係団体と連携を図り

ながら大会のさらなる充実に向けて取り組んでまいります。 

  それでは、提出議案について、説明に入らせていただきます。 

  今回の補正予算案は、「国経済対策」への対応経費をはじめ、先日部材の落下事故

が発生しました上熊本駅東口駅前広場における歩行者通路の屋根改修に要する経費な

ど、今後の業務推進上、速やかに対応する必要があるものを計上しております。 

  また、来年度当初から業務を開始することとなる施設の維持管理経費等について、

今年度中に入札等の契約事務を実施するための債務負担行為を計上しております。 

  まず、補正予算案の概要について申し上げますと、一般会計において129億2,522万
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円の増額、補正後の予算額4,061億2,460万円、特別会計において１億3,560万円の増

額、補正後の予算額2,325億9,628万円、企業会計において２億450万円の増額、補正

後の予算額838億6,950万円となり、全会計の合計では補正額132億6,532万円、合計の

補正後予算額は7,225億9,038万円となりました。 

  補正後の予算を前年同期と比較しますと、一般会計では1.5％の増、特別会計では

1.9％の増、企業会計では3.3％の減、全会計の合計額では1.0％の増となっておりま

す。 

  主な内容について申し上げますと、まず国際経済対策関連の補正予算ですが、今回

は合計で112億2,971万円を計上しております。 

  分野別に申し上げますと、まず健康福祉部門では、住民税非課税世帯等に対する電

力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金の支給に要する経費を計上しております。 

  次に、経済観光部門では、ＬＰガス価格高騰の影響を受けた世帯及び事業者に対す

る支援に要する経費を計上しております。 

  次に、農水部門では、水田の畑地化に伴う土地改良区への協力金等の支援に要する

経費を計上しております。 

  次に、都市建設部門では、道路、河川、公園等における防災・減災、国土強靱化等

への対応に要する経費を計上しております。 

  続きまして、国経済対策関連以外の補正予算の内容につきまして、まず、財政部門

では、納税者の修正申告等に伴う過誤納金の還付に要する経費を計上しております。 

  次に、文化市民部門では、戸籍法の改正に伴うシステム改修に要する経費を計上し

ております。 

  次に、健康福祉部門では、障害者総合支援法等の改正に伴うシステム改修に要する

経費を計上するとともに、債務負担行為も併せて計上しております。 

  次に、都市建設部門では、先ほど申し上げました上熊本駅東口駅前広場における歩

行者通路の屋根改修に要する経費を計上するとともに、債務負担行為も併せて計上し

ております。 

  次に、消防部門では、西消防署移転候補地の測量業務委託に要する経費を計上して

おります。 

  次に、特別会計のうち介護保険会計では、介護保険制度改正に伴うシステム改修に

要する経費を計上しております。 

  以上が、補正予算の歳出の説明でございますが、これを賄う財源として、それぞれ

の歳出に見合う国・県出金等の特定財源や市債を計上しますとともに、一般財源とし

て繰越金を充当しております。 

  続きまして、条例等の議案でございますが、主なものとしまして、まず熊本市手数

料条例の一部改正について御説明いたします。 

  これは、マイナンバーカードを利用して、コンビニ等で戸籍の謄本または抄本等の

交付を行う場合における手数料を減額するため、所要の改正を行うものであります。 
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  次に、熊本市国民健康保険条例の一部改正についてでありますが、これは出産した

被保険者等に係る国民健康保険料の免除措置に関する規定を整備するなど、所要の改

正を行うものであります。 

  なお、熊本市一般職の職員の給与に関する条例など、給与関係条例７件の一部改正

につきましては、施行日の関係で先議をお願いしたいと考えております。 

  その他の議案につきましては、末尾に簡単な理由を付しておきましたので説明を省

かせていただきます。 

  以上で説明を終わりますが、何とぞ慎重に御審議の上、御賛同いただきますようお

願い申し上げます。 

○田中敦朗議長 市長の提案理由の説明は終わりました。 

  この際、申し上げます。 

  ただいま議題となっております議案のうち、議第255号、議第259号、議第260号、

議第265号、議第266号、以上５件につきましては、地方公務員法第５条第２項の規定

に基づき、あらかじめ人事委員会の意見を聞いてありますので、その回答をお手元に

配付いたしておきました。 

  それでは議案を付託いたしますが、議第255号ないし議第260号、議第265号、以上

７件を除き付託いたします。 

  お手元に配付しております付託議案一覧表のとおり、それぞれ関係委員会に付託い

たします。 
 
 
 
 
 
 
 

令 和 ５ 年 
第４回定例会  委員会付託議案一覧表  

 予算決算委員会 

  議第２４３号 令和５年度熊本市一般会計補正予算 

  議第２４４号 同       国民健康保険会計補正予算 

  議第２４５号 同       介護保険会計補正予算 

  議第２４６号 同       後期高齢者医療会計補正予算 

  議第２４７号 同       農業集落排水事業会計補正予算 

  議第２４８号 同       競輪事業会計補正予算 

  議第２４９号 同       植木中央土地区画整理事業会計補正予算 

  議第２５０号 同       奨学金貸付事業会計補正予算 

  議第２５１号 同       病院事業会計補正予算 

  議第２５２号 同       水道事業会計補正予算 

  議第２５３号 同       下水道事業会計補正予算 

  議第２５４号 同       交通事業会計補正予算 

  議第２６２号 熊本市消防事務に関する手数料条例の一部改正について 
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  議第２６３号 熊本市手数料条例の一部改正について 

  議第２６７号 熊本市国民健康保険条例の一部改正について 

  議第２７１号 熊本市自転車競走条例の一部改正について 

  議第２７２号 熊本市道路占用料徴収条例の一部改正について 

  議第２７３号 熊本市都市公園条例の一部改正について 

 総務委員会 

  議第２６１号 アナログ規制を見直すための関係条例の整備に関する条例の 

         制定について 

  議第２９３号 当せん金付証票の発売について 

  議第２９７号 指定管理者の指定について 

  議第４４４号 工事請負契約締結について 

 教育市民委員会 

  議第２６４号 熊本市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正について 

  議第２６６号 熊本市立学校の教育職員の給与に関する条例及び熊本市立学 

         校の教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部改正につ 

         いて 

  議第２９５号 調停の成立について 

  議第２９６号 公の施設の他の団体の利用に関する協定について 

  議第２９８号 指定管理者の指定について 

  議第２９９号 同 

  議第３００号 同 

 厚生委員会 

  議第２６８号 熊本市老人福祉センター条例の一部改正について 

  議第２６９号 熊本市高齢者生きがい作業所条例の一部改正について 

  議第２７０号 熊本市旅館業法施行条例の一部改正について 

  議第３０１号 指定管理者の指定について 

  議第３０２号 同 

  議第３０３号 同 

  議第３０４号 同 

  議第３０５号 同 

  議第３０６号 同 

  議第３０７号 同 

  議第３０８号 同 

  議第３０９号 同 

  議第３１０号 同 

  議第３１１号 同 

  議第３１２号 同 
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  議第３１３号 同 

  議第３１４号 同 

  議第３１５号 同 

  議第３１６号 同 

  議第３１７号 同 

  議第３１８号 同 

  議第３１９号 同 

  議第３２０号 同 

  議第３２１号 同 

  議第３２２号 同 

  議第３２３号 同 

  議第３２４号 同 

  議第３２５号 同 

  議第３２６号 同 

  議第３２７号 同 

  議第３２８号 同 

  議第３２９号 同 

  議第３３０号 同 

  議第３３１号 同 

  議第３３２号 同 

  議第３３３号 同 

  議第３３４号 同 

  議第３３５号 同 

  議第３３６号 同 

  議第３３７号 同 

  議第３３８号 同 

  議第３３９号 同 

  議第３４０号 同 

  議第３４１号 同 

  議第３４２号 同 

  議第３４３号 同 

  議第３４４号 同 

  議第３４５号 同 

  議第３４６号 同 

  議第３４７号 同 

  議第３４８号 同 

  議第３４９号 同 
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  議第３５０号 同 

  議第３５１号 同 

  議第３５２号 同 

  議第３５３号 同 

  議第３５４号 同 

  議第３５５号 同 

  議第３５６号 同 

  議第３５７号 同 

  議第３５８号 同 

  議第３５９号 同 

  議第３６０号 同 

  議第３６１号 同 

  議第３６２号 同 

  議第３６３号 同 

  議第３６４号 同 

  議第３６５号 同 

  議第３６６号 同 

  議第３６７号 同 

  議第３６８号 同 

  議第３６９号 同 

  議第３７０号 同 

  議第３７１号 同 

  議第３７２号 同 

  議第３７３号 同 

  議第３７４号 同 

  議第３７５号 同 

  議第３７６号 同 

  議第３７７号 同 

  議第３７８号 同 

  議第３７９号 同 

  議第３８０号 同 

  議第３８１号 同 

  議第３８２号 同 

  議第３８３号 同 

  議第３８４号 同 

  議第３８５号 同 

  議第３８６号 同 
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  議第３８７号 同 

  議第３８８号 同 

  議第３８９号 同 

  議第３９０号 同 

  議第３９１号 同 

  議第３９２号 同 

  議第３９３号 同 

  議第３９４号 同 

  議第３９５号 同 

  議第３９６号 同 

  議第３９７号 同 

  議第３９８号 同 

  議第３９９号 同 

  議第４００号 同 

  議第４０１号 同 

  議第４０２号 同 

  議第４０３号 同 

  議第４０４号 同 

  議第４０５号 同 

  議第４０６号 同 

  議第４０７号 同 

  議第４０８号 同 

  議第４０９号 同 

  議第４１０号 同 

  議第４１１号 同 

  議第４１２号 同 

  議第４１３号 同 

  議第４１４号 同 

  議第４１５号 同 

  議第４１６号 同 

  議第４１７号 同 

  議第４１８号 同 

  議第４１９号 同 

  議第４２０号 同 

  議第４２１号 同 

  議第４２２号 同 

  議第４２３号 同 
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  議第４２４号 同 

  議第４２５号 同 

  議第４２６号 同 

  議第４２７号 同 

  議第４２８号 同 

  議第４２９号 同 

  議第４３０号 同 

  議第４３１号 同 

  議第４３２号 同 

  議第４３３号 同 

  議第４３４号 同 

 環境水道委員会 

  議第４３５号 指定管理者の指定について 

  議第４３６号 同 

  議第４３７号 同 

 経済委員会 

  議第４３８号 指定管理者の指定について 

  議第４３９号 同 

  議第４４０号 同 

 都市整備委員会 

  議第２７４号 市道の認定について 

  議第２７５号 同 

  議第２７６号 同 

  議第２７７号 同 

  議第２７８号 同 

  議第２７９号 同 

  議第２８０号 同 

  議第２８１号 同 

  議第２８２号 同 

  議第２８３号 同 

  議第２８４号 同 

  議第２８５号 同 

  議第２８６号 同 

  議第２８７号 同 

  議第２８８号 同 

  議第２８９号 同 

  議第２９０号 同 



令和５年第４回定例会 熊本市議会 本会議（11月30日） 

－17－ 

  議第２９１号 市道の廃止について 

  議第２９２号 同 

  議第２９４号 訴えの提起について 

  議第４４１号 指定管理者の指定について 

  議第４４２号 同 

  議第４４３号 特定事業契約締結について 
 

 

○田中敦朗議長 次に、議第255号ないし議第260号、議第265号、以上７件については、

会議規則第36条第２項の規定により、いずれも委員会付託を省略いたしたいと思いま

すが、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○田中敦朗議長 御異議なしと認めます。 

  よって、以上７件については、いずれも委員会付託を省略することに決定いたしま

した。 

  これより質疑を行います。 

  上野美恵子議員より質疑の通告が提出されておりますので、発言を許します。上野

美恵子議員。 

〔４７番 上野美恵子議員 登壇〕 

○上野美恵子議員 日本共産党熊本市議団の上野美恵子でございます。 

  先議案件として提案されております７件の給与に関する条例の一部改正について、

一括してお尋ねいたします。 

  １、一般職並びに会計年度任用職員の給料月額と期末勤勉手当の改定率の根拠と、

引上げ分の影響額をそれぞれ平均給与でお示しください。 

  ２、昨年来の急激な物価の高騰は、勤労者世帯の消費支出で考えた場合に、年間支

出でどの程度の影響額になっていますか。今回の給与や期末勤勉手当の引上げは、物

価高騰に見合ったものとなっているでしょうか。 

  ３、一般職職員と会計年度任用職員の職員数と、それぞれの平均給与をお示しくだ

さい。 

  ４、市長ほか特別職の期末手当、0.1か月分の引上げ分の影響額並びに年間支給総

額をそれぞれにお示しください。 

  ５、一般職の任期付職員の採用状況について、職種別の人数を御説明ください。そ

れらについて、任期つきの採用としている理由についても御説明をお願いします。 

  以上５点、総務局長に伺います。 

〔宮﨑裕章総務局長 登壇〕 

○宮﨑裕章総務局長 御質問に順次お答えします。 

  まず、給料月額と期末勤勉手当の改定率は人事委員会勧告を根拠としており、今回
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の改定に伴う影響額につきましては、期末勤勉手当も加えた月額平均で、職員は約

8,000円、会計年度任用職員は約１万2,000円でございます。 

  また、人事委員会の勧告は物価や生計費を勘案してなされるものと認識しておりま

す。 

  次に、令和５年11月現在の職員数につきましては、教職員を除き、職員が約6,100

人、会計年度任用職員が約4,000人となっています。 

  また、平均給料月額につきましては、職員が約31万3,000円、会計年度任用職員が

約12万8,000円となっています。 

  次に、特別職の期末手当につきましては、今回の改定により市長が約14万3,000円、

副市長が約11万4,000円、教育長、上下水道事業管理者、病院事業管理者が約８万

5,000円、代表監査が約８万3,000円、交通事業管理者が約７万6,000円の引上げとな

り、年間の総支給額が約2,609万7,000円となります。 

  最後に任期付職員につきましては、現時点で熊本地震復旧のため建築職１人、新型

コロナウイルス感染症対応のため医師１人と事務職30人、児童相談所の法的支援のた

め事務職１人のほか、企業局において診療体制確保のため医師１人、市電の運行管理

を行うため監督職９人を採用しております。 

〔４７番 上野美恵子議員 登壇〕 

○上野美恵子議員 ただいまの答弁では、市役所職員の一般職のうち約４割が会計年度

任用職員、非正規でありその給料は正職員の約４割です。 

  今回の給与等改定の基になった人事院勧告は、物価や生計費を勘案しているとの答

弁もありました。しかし、この間１年８か月も続いてきた急激な物価高騰の状況を見

れば、到底物価高騰を反映した給与改定にはなっていません。 

  そもそも、熊本市の賃金は全国的に見ても低水準、政令市最低クラスです。そこに

大幅な物価高騰が押し寄せて暮らしは本当に逼迫しています。 

  そこで、続けてお尋ねいたします。 

  １、今回の給与や期末勤勉手当の引上げは、物価高騰の実態に見合ったものとし、

全国の政令市でも最低クラスの賃金を引き上げていくためにも、官民格差の解消にと

どまらない一般職職員の給与等引上げが必要でなはなでしょうか。 

  ２、非正規職員である会計年度任用職員が、市職員の約３割を占めていることが本

市職員の給与が低い大きな要因となっています。正職員に比べて、圧倒的に低い会計

年度任用職員の賃金を抜本的に引き上げるべきではないでしょうか。さらに低い賃金

で働く会計年度任用職員は、今後順次解消していくべきと考えますがいかがでしょう

か。 

  ３、任期付職員では、常用的な業務については、任期の定めのない雇用へ切り替え

るべきではないでしょうか。 

  ４、もともと給与額も多い市長等特別職の期末手当の引上げについては、物価高騰

に苦しむ市民の理解が得られるとお考えでしょうか。 
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  ５、困窮する市民の実態を考慮するならば、今回の特別職の引上げは見合わせるべ

きではないでしょうか。その検討はされたのでしょうか。 

  以上５点を市長にお尋ねします。 

〔大西一史市長 登壇〕 

○大西一史市長 職員の給与改定については、人事委員会勧告を超える引上げは困難で

ありますが、本市が地域手当の支給地域になることで、結果的に給与の引上げにつな

がると考えております。 

  そこで、今年度は国に対し二度の要望活動を行ったところでありまして、今後も職

員の処遇改善に努めてまいります。 

  次に、会計年度任用職員については、今回の給与改定により月額平均で約１万

2,000円の増額となり、職員よりも大きな処遇改善を行ったところでありまして、今

後も適切に実施してまいります。 

  次に、会計年度任用職員や任期付職員ではなく正職員を採用すべきではないかとの

お尋ねでございますが、昨年度策定をいたしました定員管理計画に基づき、災害の発

生時等にも適切に対応できるよう必要な職員を確保することとしております。 

  最後に、特別職の期末手当の引上げにつきましてはこれまで同様、一般職との均衡

を図ることを基本とし、国や県の状況も踏まえて検討した結果でありまして、適切な

改定であると認識しております。 

〔４７番 上野美恵子議員 登壇〕 

○上野美恵子議員 職員給与の改定につきましては、今年度二度にわたり、国への要望

を行われているということなので、必要性は認識されているものと理解いたします。

しかし、人事委員会勧告を超える引上げは困難ということでした。 

  今回の給与等改定に関する人事委員会勧告の資料の部分を拝見しますと、総務省や

日銀などの公表資料を基に、消費者物価指数の前年同月比で、以前は全国よりも熊本

市が下回っていたものが、昨年10月から熊本市が上回るようになり、勤労者世帯の消

費支出でも全国より熊本市が低かった金額が、昨年12月からは熊本市が全国を上回る

ようになったと紹介されています。 

  一方で、給与は依然として全国水準を熊本市が下回っており、少ない賃金に物価の

高騰がのしかかっている現状が見られます。 

  日本共産党が提案しております経済再生プランでも、第１に掲げているのが労働者

の賃上げ、待遇の改善です。 

  とりわけ、公務員給与は、民間も含めた労働者の賃金の基準ともなるべきものであ

り、それが民間より低水準になってしまっていること自体が大きな問題です。会計年

度任用職員、非正規職員が市職員の３割を占めて、賃金が低い大きな要因となってい

る点は放置することはできません。熊本市の低い賃金水準を引き上げていくためにも、

その改善を早急に進めるべきと考えます。 

  任期付職員を任期の定めのない職員にする問題では、災害発生時等を想定し、必要
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数を確保するとの答弁でした。しかし、現実にはそれ以外にも答弁されたように、恒

常的に必要とされる部署でも、任期つきでの対応となっている点があります。より質

の高い住民サービスを恒常的に提供し、その質を高めていくためにも、任期の定めの

ない雇用へと切り替えることを求めておきます。 

  そして、条例改正で提案されているように、任期付職員や会計年度任用職員につい

て一定の給料や期末手当の引上げを行うことは、明らかな賃金処遇の格差がありなが

ら、その存在が当然視されているという点もありまして、それは非正規、不安定な雇

用形態を温存するものともなります。 

  本来の雇用確保、処遇改善を求める立場に立つならば、改善すべき課題を残すもの

として、全面的に容認できるものではありません。雇用の基本は正規雇用という立場

を堅持し、その実現まで、暫定的には非正規も含めた全職員の処遇改善に努めていた

だくことを求めるものです。 

  また、本市の会計年度任用職員の平均的給与は約12万8,000円との答弁ですが、全

国最低クラスの最低賃金という課題が残されたままの低賃金であり、私ども日本共産

党が、国へ強く要望しております最低賃金を時給で1,500円と引き上げれば、会計年

度任用職員の給与も20万円程度に引き上げられていくのではないでしょうか。市とし

て、最低賃金引上げを国へ強く要望していただくようお願いしておきます。 

  また、市長並びに特別職の期末手当引上げは適正であるとの認識を示されました。

最初の答弁で、引上げ額は市長の14万2,800円を筆頭に、交通事業管理者まで様々で

すが、非正規労働者の場合は、熊本市の会計年度任用職員でも月額12万8,000の給料

なので、市長の引上げ額はそれを上回っている金額です。 

  今議会の補正予算に、低所得世帯への物価高騰対策の給付金１世帯７万円が予算化

されています。報道で知った市民の皆さんからは、支給はいつになるのかと問合せが

殺到しています。せっぱ詰まった状況で７万円を心待ちにしている市民から見れば、

月額で119万円の給料に、夏冬合わせて471万2,400円の期末手当をもらっている市長

の期末手当を、さらに会計年度任用職員の給料１か月分以上も引き上げる必要がある

のか、市民の理解が得られるとは思えません。 

  ３割もの職員が会計年度任用職員として、非正規で働く現状を放置してきたことが

非正規雇用を拡大し、国民健康保険や介護保険の負担が増え、教育や子育て支援の制

度が遅れていることが、市民生活の厳しさ、大きな負担となっていることなどを考え

ますと、市民の暮らしの実態をよそに、市長自らの期末手当を引き上げることには、

市民の理解は得られないと考えます。 

  以上、踏まえまして、最後に１点市長にお尋ねいたします。 

  今回の条例改正では、市長の期末手当支給の特例に関する条例の廃止が併せて提案

されています。令和２年の制定のこの条例の提案の理由は、新型コロナウイルス感染

症に係る困難な市民生活を共に乗り切る覚悟を示すためという市長の決意からでした。

３年も続いた新型コロナ禍に追い打ちをかけている今般の物価高騰、長期に及ぶ市民
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の困難な状況が今も続く、コロナ禍にも匹敵するような厳しい現状を市民と一緒に乗

り切る覚悟は今ないのでしょうか。この条例こそ、今活用して自らの期末手当は辞退

するべきではないでしょうか。答弁をお願いいたします。 

〔大西一史市長 登壇〕 

○大西一史市長 特別職の期末手当の引上げにつきましては、これまで同様一般職との

均衡を図るということを基本としておりまして、先ほども御答弁させていただきまし

たが、国や県の状況も踏まえて検討した結果であり、適切な改定であると認識してお

ります。 

○田中敦朗議長 以上で質疑は終わりました。 

  別に討論の通告がありませんので、これより採決いたします。 

  それでは、まず、議第255号、議第259号、議第260号、議第265号、以上４件を一括

して採決いたします。 

  以上４件を「可決」することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○田中敦朗議長 御異議なしと認めます。 

  よって、いずれも「可決」することに決定いたしました。 

  次に、議第257号、議第258号、以上２件を一括して採決いたします。 

  以上２件を「可決」することに賛成の議員の起立または挙手を求めます。 

〔起立多数〕 

○田中敦朗議長 起立多数。 

  よって、いずれも「可決」することに決定いたしました。 

  次に、議第256号を採決いたします。 

  本案に対し、賛成の議員の起立または挙手を求めます。 

〔起立多数〕 

○田中敦朗議長 起立多数。 

  よって、本案は「可決」することに決定いたしました。 

      ───────────────────────────────── 

○田中敦朗議長 次に、日程第204 発議第21号「田尻善裕議員の議員辞職勧告に関す

る決議について」を議題といたします。 

 〔議題となった案件〕 
 
 

 発議第21号 

    田尻善裕議員の議員辞職勧告に関する決議について 

  本会議は、次のとおり決議するものとする。 

   令和５年11月30日提出 

            熊本市議会議員 寺 本 義 勝 

            同       坂 田 誠 二 
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            同       大 石 浩 文 

            同       齊 藤   博 

            同       古 川 智 子 

            同       西 岡 誠 也 

            同       上 田 芳 裕 

            同       井 本 正 広 

            同       浜 田 大 介 

   熊本市議会議長 田 中 敦 朗 様 
 

 
 
 

決  議  （案） 

 

   本議会は、田尻善裕議員の議員辞職を勧告する。 

   以上、決議する 

 

    令和  年  月  日 

 

                        熊 本 市 議 会 
 

 

○田中敦朗議長 田尻善裕議員は、地方自治法第117条の規定により除斥されますので、

暫時御退場願います。 

〔田尻善裕議員 退場〕 

○田中敦朗議長 提案者の説明を求めます。 

〔３９番 坂田誠二議員 登壇〕 

○坂田誠二議員 おはようございます。自由民主党市議団の坂田誠二でございます。 

  ただいま上程されました田尻善裕議員の議員辞職勧告に関する決議案について、提

出者を代表いたしまして提案理由を申し上げます。 

  皆様御承知のとおり、去る10月13日に熊本地方裁判所において、田尻善裕議員の公

職選挙法違反に対し有罪判決がなされました。田尻議員は、この判決を不服とし控訴

し、現在も議員活動を継続されておられます。 

  私も、田尻議員とは市議会議員の同僚として、付き合いも長くその誠実性や人柄に

ついては、よく存じているところであります。 

  しかしながら、平成15年以降、５期20年にわたり熊本市議会議員を務めてこられた

ベテランの田尻議員が、今回このような事態に至ったことは極めて遺憾であり、市民

の皆様の本議会への信頼を大きく失墜させ、政治不信を増大させるとも言わざるを得

ません。 
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  最終的な司法判決の確定については裁判所に委ねるほかはございませんが、今回の

行為自体については、田尻議員自身も認めているところであり、決して看過できるも

のではありません。 

  よって、直ちに議員の職を辞するよう、田尻議員に対する議員辞職勧告の決議を提

案する次第であります。 

  議員各位におかれましては、本案の意を了とされ、御賛同いただきますようお願い

申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。 

○田中敦朗議長 提案者の説明は終わりました。 

  別に発言の通告がありませんので、これより採決いたします。 

  本案に対し、賛成の議員の起立または挙手を求めます。 

〔起立多数〕 

○田中敦朗議長 起立多数。 

  よって、本案は「可決」されました。 

  田尻善裕議員の御入場を願います。 

〔田尻善裕議員 入場〕 

      ───────────────────────────────── 

○田中敦朗議長 本日の日程は、これをもって終了いたしました。 

  この際、お諮りいたします。 

  明12月１日から３日まで３日間は、議案調査並びに休日のため休会いたしたいと思

いますが、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○田中敦朗議長 御異議なしと認めます。 

  よって、明12月１日から３日まで３日間は休会することに決定いたしました。 

  次会は、12月４日（月曜日）定刻に開きます。 

      ───────────────────────────────── 

○田中敦朗議長 では、本日はこれをもって散会いたします。 

午前１０時３１分 散会 
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○本日の会議に付した事件 

一、議事日程のとおり 

 

 

 

 

 

令和５年１１月３０日 

出席議員 ４８名 

      １番   田 中 敦 朗        ２番   大 嶌 澄 雄 

      ３番   村 上   麿        ４番   瀨 尾 誠 一 

      ５番   菊 地 渚 沙        ６番   山 中 惣一郎 

      ７番   井 坂 隆 寛        ８番   木 庭 功 二 

      ９番   村 上 誠 也       １０番   古 川 智 子 

     １１番   荒 川 慎太郎       １２番   松 本 幸 隆 

     １３番   中 川 栄一郎       １４番   松 川 善 範 

     １５番   筑 紫 るみ子       １６番   井 芹 栄 次 

     １７番   島 津 哲 也       １８番   吉 田 健 一 

     １９番   齊 藤   博       ２０番   田 島 幸 治 

     ２１番   日 隈   忍       ２２番   山 本 浩 之 

     ２３番   北 川   哉       ２４番   平 江   透 

     ２５番   吉 村 健 治       ２６番   山 内 勝 志 

     ２７番   伊 藤 和 仁       ２８番   高 瀬 千鶴子 

     ２９番   小佐井 賀瑞宜       ３０番   寺 本 義 勝 

     ３１番   髙 本 一 臣       ３２番   西 岡 誠 也 

     ３３番   田 上 辰 也       ３４番   三 森 至 加 

     ３５番   浜 田 大 介       ３６番   井 本 正 広 

     ３７番   大 石 浩 文       ３８番   田 中 誠 一 

     ３９番   坂 田 誠 二       ４０番   落 水 清 弘 

     ４１番   紫 垣 正 仁       ４３番   澤 田 昌 作 

     ４４番   満 永 寿 博       ４５番   藤 山 英 美 

     ４６番   田 尻 善 裕       ４７番   上 野 美恵子 

     ４８番   上 田 芳 裕       ４９番   村 上   博 
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説明のため出席した者 

市 長 大 西 一 史  副 市 長 深 水 政 彦 

副 市 長 中垣内 隆 久  政 策 局 長 田 中 俊 実 

総 務 局 長 宮 﨑 裕 章  財 政 局 長 三 島 健 一 

文化市民局長 金 山 武 史  健康福祉局長 津 田 善 幸 

こ ど も 局 長 木 櫛 謙 治  環 境 局 長 早 野 貴 志 

経済観光局長 村 上 和 美  農 水 局 長 大 塚 裕 一 

都市建設局長 井 芹 和 哉  消 防 局 長 福 田 和 幸 

交通事業管理者 古 庄 修 治  
上下水道事業 

管 理 者 
田 中 陽 礼 
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